
                               
 

気候変動枠組条約第９回締約国会合（ＣＯＰ９）の結果
 

 
Ⅰ．開催日程等 
 

○日時：２００３年１２月１日～１２月１２日 
 （このうち閣僚級会合は１２月１０日～１２月１１日）

○場所：イタリア・ミラノ 
○議長：ハンガリー・ペルシャニ環境水利大臣 
○我が国からの出席者： 
  小池環境大臣 

外務省：美根地球環境問題担当大使 
環境省：浜中地球環境審議官、竹本大臣官房審議官 
経済産業省：市川大臣官房審議官        他 

 

 
Ⅱ．全体概要  
 

○ ＣＯＰ９では、先進国と途上国との間の信頼醸成を図る

閣僚レベルでは、交渉ではなく自由な議論を行うことと

級会合の議論の内容も、議長の責任の下でとりまとめら

マリーとして発出された。これは、前回ＣＯＰ８（ニュ

において、コンセンサス文書（デリー宣言）の交渉を巡

国と途上国間の対立が先鋭化してしまったことを踏まえ

○ 閣僚級会合では、約９０名の閣僚を含む各国代表が次か

４分の演説を繰り返すこととなったため、必ずしも十分

われなかったが、地球規模の問題である気候変動問題に

て取り組むことの必要性、革新的技術開発や既存技術の

術の果たす役割等について、閣僚レベルで再認識される

気候変動問題を巡る各国の立場の相互理解が深まった。

○ 他方、途上国からは、先進国の温室効果ガスの排出削減

んでいないこと、ＣＯＰ７（マラケシュ）で合意された

技術移転、能力開発などが進展していないことに対し、

される場面も多々あった。 
○ 次回ＣＯＰ１０は、２００４年１１月～１２月にアルゼ

催されることとなった。 
○ なお、ロシアからは、京都議定書の批准について、従来

踏み込んだ発言はなかった。 
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Ⅲ．閣僚級会合の結果  
 
○ 以下の３つのテーマに分けて議論が行われた。 

・ 第１セッション：気候変動、適応（気候変動による悪影響への対処）、

緩和（温室効果ガスの排出削減及び吸収）及び持続可能な開発（小

池大臣が共同議長を務めた） 
・ 第２セッション：技術の利用と開発、技術移転 
・ 第３セッション：気候変動枠組条約などに定められた目的や約束が

どの程度果たされているかの評価 
 
○ 各セッションを通じて、言及された主な内容以下のとおり（下線部

は第２セッションにおいて小池大臣からも発言した内容）。 
 

・ 地球規模の問題である気候変動問題に対し協力して取組むこと、そ

のための第一歩として京都議定書を早期に発効させることの重要

性を指摘する国が多く、また、未だ批准していない国に対し批准を

要請する声も多かった。 
 
・ 途上国からは、異常気象など気候変動の影響は既に現実に起きてお

り、それによる被害が甚大であること、持続可能な開発のためには

気候変動への適応措置（農業、水、沿岸保護、公衆衛生など）を進

展させることが必要であること、適応措置であれ緩和措置であれ資

金支援、技術移転、能力開発が重要であるが、そのための先進国の

取組が不十分であることなど不満も多く表明された。 
 

・ 技術については、多くの国が、水素関連技術、二酸化炭素の隔離・

固定化技術などの革新的技術開発が重要であること、エネルギー効

率、再生可能エネルギーなどの既存技術の普及が必要であること、

技術革新と既存技術の普及は相互に補完的でありともに進めてい

くべきことを指摘し、技術の果たす役割について各国の共通認識が

深まった。 
 

・ 先進国、途上国ともに、このような既存技術の途上国への移転が、

持続可能な開発を図る上で不可欠であり、かかる観点から、ＣＤＭ

（クリーン開発メカニズム）の重要性を指摘する声が多く、我が国

からは、さらにＣＤＭの早急なる実施の必要性を指摘した。 
 

・ 将来に向けた行動に関しては、途上国から、先進国によるこれまで

の排出削減の取組は不十分であり、引き続き先進国が排出削減をリ
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ードしていくべきとの声が多かった。これに対し、一部の先進国か

らは、すべての国の努力の必要性が強調された。 
 
○ 最後に、上記の事項が反映された形で「議長サマリー」がまとめら

れた（別添参照）。 
 
○ なお、ロシアからは、「（気候変動という）複雑な問題の解決にお

いて世界のパートナー諸国とともに責任感をもって取り組んでいく。

同時に、我々の措置がどれほど根拠があり、正しく、バランスのと

れたものであるか理解しなければならない」とのプーチン大統領の

最近の発言が紹介されるとともに、ロシアは既に温室効果ガスの多

大な削減を実現してきていること、ＪＩ（共同実施）手続きの簡素

化が必要であることなどの発言がなされた。 
 

 

Ⅳ．その他  
 

(1) 条約・議定書の実施に関する個別項目の交渉 
 

我が国として関心のあった吸収源ＣＤＭのルール作り、ＣＤＭの

今後の進め方などについて、合意が得られた。 
 

①吸収源ＣＤＭ 
吸収源ＣＤＭとしての植林の実施ルールを新たに決定した。具

体的には、（イ）取得されるクレジットの非永続性を考慮して、

期限付きクレジットを用いること、（ロ）事業の追加性について

は、排出源ＣＤＭと同様の記述で規定すること、（ハ）吸収源小

規模ＣＤＭを認めること、などが合意された。また、基本的に排

出源ＣＤＭのルールと平仄の取れたものとなった。 
 

②ＣＤＭ理事会からの報告 
（イ）我が国の強い主張を踏まえ、ＣＤＭ理事会に対し、汎用性

の高い方法論を促進するためのガイダンスの提供を求めること、

（ロ）ＣＯＰ７で合意した途上国への能力開発や資金支援の必要

性について再確認すること、（ハ）理事会議場に傍聴者が入れる

ようにすべきとの米国からの指摘に関し、傍聴に関する理事会手

続き規定の継続的レビューでも考慮することにつき、コンセンサ

スを得た。 

  

③２００４－２００５年度事務局予算問題 

予算全体の規模及び京都議定書準備・実施予算の扱いを巡り議論が

行われた結果、最終的に前二年度比名目約６％増の予算が承認され
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た。 

 

④非附属書 I 国（途上国）国別報告書 

これまで１１０カ国の非附属書 I 国が国別報告書を提出している

ところ、今次会合では、第２回の国別報告書の提出時期について議

論されたが合意に至らず、次回補助機関会合（以下「ＳＢ」という。）

（２００４年６月）において、検討を続けることとなった。 

 

⑤途上国支援 

途上国に対する支援の取組みとして、キャパシティ・ビルディン

グ、技術移転、気候変動に対する脆弱性への対処のあり方のフォロ

ーアップが行われた。特別気候変動基金及び後発途上国基金に関し、

支援範囲の拡大を要求する途上国側との協議が難航したが、運営指

針について合意し、次回会合において更に議論することが決定され

た。また、技術移転専門家会合のメンバーとして、我が国から平石

尹彦（財）地球環境戦略研究機関上級コンサルタントが選出された。 

 

⑥気候変動に関する政府間パネル第３次評価報告書（ＴＡＲ）の活用 

ＴＡＲを今後の国際交渉の基礎として活用するための議論が行わ

れ、次回ＳＢより設定される新規議題（緩和と適用に関する科学的・

技術的・社会経済的側面）の下で情報交換等の活動を進め、そのテ

ーマを「持続可能な開発」、「選択肢と解決策」、「脆弱性とリス

ク」を中心とすることとなった。具体的内容を検討するため、次回

ＳＢ期間中に関連ワークショップを開催する旨合意。 

 

⑦研究及び組織的観測 

条約上必要な気象観測データを継続的に収集・交換するため、全

球気候観測システム（ＧＣＯＳ）の実施計画を次々回のＳＢ（２０

０４年１１月）までに策定するようＧＣＯＳ事務局に要請する旨合

意。なお、右策定作業にあたっては、地球観測サミット（２００４

年４月、於東京、同年第４四半期、於欧州）における実施計画の策

定過程との密接な連携を求めることとなった。 

 

(2) 中東欧諸国におけるＪＩに関する交渉 

 

○ 欧州において検討中の排出量取引制度の導入に伴い、中東欧諸国

におけるＪＩが大幅に制限されようとしていることに関し、欧州

委員会との間で、大臣レベル、事務レベル双方において協議を実

施。今後とも事務レベルの議論を続けることとした。 















閣僚級円卓会合 

ＣＯＰ９議長総括（仮要約） 

 

１． セッション１：気候変動、適応、緩和及び持続可能な開発 

 

（１）多くの締約国が、気候変動は人類にとって最も重要な地球規模の課題であると

強調した。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第３次評価報告書の結果は、行動

を起こすのに十分な科学的根拠を提供している。気候変動の悪影響は世界のいたる所

で現実のものとなっている。すべての国による緊急かつ調和のとれた行動が求められ

ている。 
 
（２）議定書の早期発効への強い支持が表明された。京都議定書は枠組条約の究極の

目的に向けた重要な第一歩であるとの締約国からの発言もあった。議定書に規定され

た事項を実施するためのあらゆる努力を講じなければならないと多くの国が付け加え

た。緩和措置及び適応措置の実施は、持続的な開発に向けた国内政策において、経済

成長、衡平性、貧困の解消と環境保護の間の相乗効果と補完し合う関係の実現を含ん

でいる。 
 
（３）キャパシティ・ビルディングの手段そして将来的なパートナーシップ構築の一

手法としてCDM の重要性が強調された。また、多くの締約国がCDM の早期実施を

求めた。 
 
（４）複数の国が適応措置への需要の高まりについて言及した。地域社会が気候変動

の悪影響に対処する能力を向上させることの重要性が繰り返し指摘された。後発途上

国及び小島嶼国の特別な事情及びニーズが強調された。非付属書Ⅰ国における適応及

び緩和に関するイニシアティブを支援するため、先進締約国から更に多額の資金が提

供される必要があるという点もまた強調された。この点に関し、適応を優先した、特

別気候変動基金及び後発開発途上国基金の次段階の早急な運営開始の必要性について

は何度も言及された。 
 
２． セッション２：技術（技術の利用と開発）、技術移転 
 
（１）持続可能な開発の文脈において緩和及び適応に関する技術革新、開発、普及を

進めるとともに既存の技術をいかに活用するかの問題は、各国間の対話の中心となる。

既存の技術の利用と移転及び新技術の推進はともに進められるべきであり、補足し合

うべきである。多くの国が既に省エネルギー技術、再生可能なエネルギー源の利用を
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拡大する技術を利用していると述べた。しかしながら、特に途上国、後発途上国及び

小島嶼国において、取組の速度を速め、既存技術の理解を加速化する必要がある点に

ついても述べられた。枠組条約と京都議定書及びそのメカニズム（共同実施、クリー

ン開発メカニズム等）が技術の開発、普及、投資及び移転において重要な役割を果た

すことについて言及された。 
 
（２）将来有望視される技術の中で、水素関連技術、再生可能エネルギー源及び炭素

隔離・貯留技術について言及された。 
 
（３）研究開発を促進し最先端の技術に対する資金を支援する政府の触媒的な役割に

ついて言及された。民間企業の重要性が認識されたが、技術の移転、開発、協力は民

間企業の活動力だけに任せることはできないことについて言及された。 
 
３．セッション３：科学、情報、政策及び資金の観点等気候変動に関する合意におけ

る約束及び目標について国、地域及び国際的レベルでの進捗の評価 
 
（１）多くの国や地域において既に取組が実施されていることがわかった。一様では

ないが、実際に進展がある。政治的なポジションを繰り返すことを止め、代わりに言

葉から具体的な行動へ移ることが求められている。気候システムに危険な人為的な干

渉を防止するレベルに温室効果ガスの大気中濃度を安定化するために、より多くの行

動が求められている。 
 
（２）しかし、いくつかの国は、附属書Ⅰ国が気候変動対策や温室効果ガスの排出抑

制に向けたリーダーシップを実際に示していないことに対して不満を表明した。附属

書Ⅰ国は、枠組条約と京都議定書全ての条項を実施するための先導的役割を継続する

ことを求められた。 
 
（３）気候変動を緩和する国の政策と措置の重要性が強調された。その例として、環

境税、エネルギー税、環境に有害な補助金の削減、炭素の隔離、各分野の政策の構造

的な変化、新しい技術への投資、エネルギー効率化プロジェクト及び都市計画が挙げ

られる。 
 
（４）各国は、協力と分野横断的パートナーシップなどの将来の行動のための進展や

実践的な手段を議論する中で、成功させるためには、協力が、前向きな雰囲気の中で、

明確なルールと責任を基礎とすべきであることを述べた。特に、全ての国に適用可能

なルールの確立が重要であることが強調された。                         （了） 


